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地域福祉 G 

問合せ先 029-301-3157 

目的・趣旨 

地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を整

備するため、社会福祉法第 106 条の４第２項の規定に基づき、重層的支援体

制整備事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内で交付金を交付する 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

〔対象事業〕 

 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各分野の相談支援等を一体的、包括的に実施

する重層的支援体制整備事業として実施される次の事業 

(1) 包括的相談支援事業 

ア 地域包括支援センターの運営 

イ 相談支援事業 

ウ 利用者支援事業 

エ 自立相談支援事業 

(2) 地域づくり事業 

ア 地域介護予防活動支援事業 

イ 生活支援体制整備事業 

ウ 地域活動支援センター機能強化事業 

エ 地域子育て支援拠点事業 

(3) 多機関協働事業等 

 

〔補助要件等〕 

 － 

 

〔対象経費〕 

 事業の実施に必要な経費 

 

〔補助限度額等〕 

 対象事業ごとに定められた基準額による 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 
包括的相談支援事業及び地域づくり事業（各事業で定

められた負担率） 

多機関協働事業等 

38.5/100等 

 

2/4 

19.25/100 等 

 

1/4 

19.25/100 等 

 

1/4 

23/100 等 

 

－ 

〔令和６年度当初予算額〕 

245,672 千円 

〔令和６年度補助対象団体〕 

土浦市他３団体 

〔備考〕 

その他：介護保険からの負担 

 

 


